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※コンテンツホルダー規約第10条（IDの先行取得）
１．コンテンツホルダーは、10万ポイントまでをMingekiからの売掛けとして、支払い無しに発行できるものとする。
２．前項において、10万ポイントを超えるポイントを発行する場合、コンテンツホルダーはMingekiに対し、
　　発行するポイントの30％を先払いするものとする。

（5年以内で指定できます。
 未指定の場合は5年間有効となります）

（ 1 0 0 0 p t ～ ）

オ リ ジ ナ ル カ ー ド I D 発 行 依 頼 書

Mingeki   https://mingeki.net     info@mingeki.net〒096-0006 北海道名寄市東六条南一丁目５７－５８　

I D 1 個 あ た り の ポ イ ン ト

販売の流れ

１．本申請書をMingekiに提出します。
２．MingekiよりID一覧をメール送付します。
３．IDを販売していただけます。

オリジナルカード制作ガイドライン

ID販売に必要とされる項目は以下の通りです。
①ID番号　②付与されるBpoint数　③IDの有効期限
④コンテンツ掲載URL
⑤払い戻しや紛失、破損時の再発行には対応できない旨
⑥IDの漏洩に対する責任を発行元が負わない旨
⑦景品表示法に基づく表記
　（オリジナルコンテンツ登録用紙に記載した「特定商取引に関する法律に基づく表記」に準じます）


